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＜労働紛争事例①：「有期契約労働者の雇止め」＞ 

労働者は、１年間の雇用契約を４回更新し、現場で働いていたが、頸肩腕症候群で労災認定を受け、通院治

療を続けながら働いていた。会社から雇用期間満了に当たり、次回は更新しない（雇止め）とした通告を受け、

その後、合同労組に加入した。合同労組は、雇止めの撤回と期間の定めのない雇用契約の締結を求め、会社と

団体交渉を行ったが、解決に至らず、あっせんを申請した。 

 

＜労働紛争事例②：「パワー・ハラスメントと使用者責任」＞ 

労働者は、病院に医療事務職として採用された。採用当初から医師に度々激しい叱責を受け、心身に異常を

来すようになり、病院を退職し、その後、合同労組に加入した。合同労組は、病院に団体交渉申入書と要求書

（謝罪と慰謝料）を提出し、病院の代理人弁護士と団体交渉を行ったが、解決に至らず、あっせんを申請した。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

労働委員会は、集団的労使紛争及び個別労働紛争の解決に大きな役割を果たしてきたが、他方、労働委員会制

度そのものについての認知度が必ずしも高くないという状況に鑑み、労働委員会委員・事務局職員、労働局関係

職員及び労使関係者等が参加した集団的労使紛争、個別労働紛争又は不当労働行為の救済申立事件を題材とした

参加者による自由な意見、意見交換又は交流等を目的とした事例研究会を通じ、労働委員会制度とその機能等に

ついて労使関係者等の認識を更に深めることを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【主催】 中央労働委員会事務局四国地方事務所 

【協賛】 徳島県労働委員会、香川県労働委員会、愛媛県労働委員会及び高知県労働委員会 

【協賛】 香 川 労 働 局 

日 時 

会 場 

労 使 関 係 セ ミ ナ ー の ご 案 内 

－ 誰もが参加でき、意見を述べることができる労働紛争事例研究会 － 

高松サンポート合同庁舎 低層棟２階 アイホール 

平成２７年２月２０日(金) １３時３０分 ～ １５時００分 

香川県高松市サンポート３－３３ 

定員等 定員：６０名（先着順）、参加費：無料 
※ 申込方法につきましては、裏面の「参加申込書」によりお申し込みください。 



 

 
13:00       受付開始 

13:30 ～ 13:35  開会挨拶 

13:35 ～ 14:15  労働紛争事例 ①「有期契約労働者の雇止め」の事例研究 

14:15 ～ 14:55  労働紛争事例 ②「パワー・ハラスメントと使用者責任」の事例研究 

15:00       閉会 

 

 

     

 

 

 

 

企業・団体名 
 

連絡先電話 

－  － 
住    所 （〒        ） 

(参加票送付先) (内線   ) 

参  加  者 

(氏名･役職等) 

 
役 職 等 

(フリガナ) 

氏  名 

1 
  

2 
  

3 
  

※１ 個人参加の方は、住所、氏名、連絡先電話番号のみで結構です。 

※２ 参加申込書に記載された個人情報については、目的以外に使用しません。 

プログラム 

【 会場案内図 】 

参 加 申 込 書 

 
１ 会 場 

高松サンポート合同庁舎 低層棟２階 アイホール 

（アイホールは、郵便局側のアイプラザ２階になります。） 

※ 合同庁舎の駐車場は、来客用駐車スペースがほとんど

なく、利用できないことから、公共交通機関等をご利用

ください。 

  なお、多目的広場・シンボルタワー・高松駅前広場地

下駐車場を利用することもできますが、有料（２時間ま

で 100円/20分、２～６時間 100円/30分）となります。 

２ 申込み方法 

① 下記の「参加申込書」に必要事項を記入して、ＦＡＸ

でお申込みください。参加者には、参加番号を記載した

「参加票」をお送りします。 

② 参加当日には、「参加票」を必ずご持参ください。 

③ 参加定員を超えて申込まれた方には、当事務所からお

断りの電話又はファックスをすることがあります。 

３ お問合せ先 

中央労働委員会事務局  四国地方事務所 

〒760-0019高松市サンポート ３－３３ 

 高松サンポート合同庁舎 ２階 

     ＴＥＬ ０８７（８５１）８１１７ 

    ＦＡＸ ０８７（８１６）１７３０ 

 

 

事例研究会の参加申込みについて 


